
旧 新

第15条 （法令等による取引の禁止・制限）

1．デビットユーザーは、本サービスを利用して現在または将来適用される外国為替
および外国貿易管理に関する諸法令その他法令等により禁止された取引を行ってはな
らず、当社が必要と判断した場合には許可書、証明書、報告書、本人確認資料その他
の書類を当社所定の方法により提出するよう求めることができ、デビットユーザーは
当社の求めに応じるものとします。この場合において、当社が必要と認めるときは、
本サービスの利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあります。

2．デビットユーザーが、本サービスを利用して貴金属・金券類等の換金性商品を短
時間に連続して購入する場合や海外における預金引き出しを高頻度で行う場合等、当
社がカードの利用が適当でないと判断する場合には、当社からデビットユーザーに対
し本人確認資料等を当社所定の方法により当社へ提示するよう求めることができ、デ
ビットユーザーは当社の求めに応じるものとします。この場合において、当社が必要
と認めるときは、本サービスの利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあり
ます。

第15条 （法令等による取引の禁止・制限）

1．デビットユーザーは、本サービスを利用して現在または将来適用される外国為替
および外国貿易管理に関する諸法令その他法令等により禁止された取引を行ってはな
らず、当社が必要と判断した場合には許可書、証明書、報告書、本人確認資料その他
の書類を当社所定の方法により提出するよう求めることができ、デビットユーザーは
当社の求めに応じるものとします。この場合において、当社が必要と認めるときは、
本サービスの利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあります。

2．デビットユーザーが、本サービスを利用して貴金属・金券類等の換金性商品を短
時間に連続して購入する場合や海外における預金引き出しを高頻度で行う場合等、当
社がカードの利用が適当でないと判断する場合には、当社からデビットユーザーに対
し本人確認資料等を当社所定の方法により当社へ提示するよう求めることができ、デ
ビットユーザーは当社の求めに応じるものとします。この場合において、当社が必要
と認めるときは、本サービスの利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあり
ます。

3．デビットユーザーは、本サービスを利用して国内外の諸法令に違反する取引（麻
薬の購入、売春、違法コンテンツ等）、その他公序良俗に反する取引（これらを総称
して「違法取引」といいます。）を行ってはならず、違法取引が行われたこと、また
は、違法取引の懸念があると当社が判断した場合には、直ちに本サービスの利用の制
限もしくは停止させていただくことがあります。
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